
お知らせ（薬）００６ 

平成２２年８月３１日 

 

 

医薬品マスターの改定について  

 

今般、別表の医薬品については、平成２２年３月５日付け厚生労働省告示第

７６号及び平成２２年８月６日付け厚生労働省告示第３２５号に基づき「廃

止」します。（経過措置年月日「２０１００８３１」（３８コード））  

 また、この公表レコードの適用年月日は、平成２２年９月１日であることか

ら、平成２２年８月診療分請求に係るマスターへ誤って使用することのないよ

うご留意願います。  

 


